
事 案 調 書 （□経営会議  □経営調整会議  ■局経営会議） 

開 催 日 時 ：平成２０年６月２７日（金） 午前１１：００～１２：００ 
事案担当課 ：資源循環推進課・津久井クリーンセンター（内線 2852・短縮 8807）          

件 名 津久井地域の新たなごみと資源の分別区分と収集運搬体制について ■新規 □拡充 
充実 

政策名 人と自然にやさしい地域社会をつくります 総合計画の位置付け 
■有 □無 施策名 リサイクルシステムの構築とごみの減量化・資源化の推進 

条例等制定・改廃 
□有 ■無 

条例名等  
 

情報システム関連 
□有 ■無 

提 案 
理 由 

（背景及び必要性等） 
現在のごみは、旧相模原市域は一般ごみ・津久井地域は可燃ごみと不燃ごみ、資源は、旧

相模原市域は１３品目・津久井地域は９品目と制度が相違しており、収集回数も同様である。

このため、合併協議の調整方針に基づき、津久井地域のごみと資源の分別区分と収集回数

を旧相模原市域の制度に統合するとともに、収集運搬業務の委託化を図るもの。 

概 要 

１ ごみの分別区分と収集回数について 
２ 資源の分別区分と収集回数について 
３ 収集運搬体制について 
（参考 旧相模原市域の資源分別回収事業の見直しの方向性について） 

事
案
の
具
体
的
内
容 

１ ごみの分別区分と収集回数について 
・ 可燃ごみ（週２回）と不燃ごみ（週１回）を、一般ごみ（週３回）とする。 

 
２ 資源の分別区分と収集回数について 

・ 現在の９品目を１３品目とする。 
→ プラスチック製容器包装、紙製容器包装、蛍光管・水銀体温計、使用済み食用油

を新たに追加する。 
・ 収集回数を週１回とする。 
→ 紙類と布類は月１回が週１回となる。 

・ ペットボトルと白色トレイの拠点回収を、各総合事務所で実施する。 
 

３ 収集運搬体制について 
・ 効率的な収集運搬業務の整備と経費の削減を図るため、民間委託により実施する。 
【委託方法】 

Ｎｏ 主な内容 必要見込台数 
１ Ａグループ ４町の資源 １０台 
２ Ｂグループ 城山町の一般ごみ ３台 
３ Ｃグループ 津久井町の一般ごみ ３台 
４ Ｄグループ 相模湖町、藤野町の一般ごみ ３台 

・ 指名競争入札で業者を選定し、契約期間は３年程度とする。 
・ 平成１９年３月からの不燃ごみ等の委託化（環境整備員▲１１人）、今回の委託化（環

境整備員▲２８人）により、津久井地域のごみと資源の収集運搬業務はすべて民間委

託となる。 
 

参考 旧相模原市域の資源分別回収事業における見直しの方向性について 
・ 分別区分：１３品目と収集回数：週１回は変更なし。 
・ 収集運搬業務と中間処理業務に区分して民間委託方式に変更するとともに、収集運搬

業務は指名競争入札、中間処理業務は公募により業者を選定する。 
・ 資源分別回収事業奨励金の見直しについては、市民局と調整中。 
・ 実施時期は、平成２２年４月１日から実施する。 

（様式２）



事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

・ 平成２０年９月議会     補正予算の要求 
・ 平成２０年１０月～     地域協議会、地区自治会連合会への周知 
・ 平成２１年１月～      住民説明会の開催（８０回程度） 
・ 平成２１年３月２３日（月） 津久井地域の新たなごみと資源の分別と収集の開始 
・ 平成２２年４月       旧相模原市域の新たな資源分別回収事業の開始 

経
費
・
事
業
対
象
そ
の
他 

内 容 年間経費 ２０年度予算要求額

収集運搬業務委託料 ３６５，６３０千円 ９，３８０千円

容器包装プラスチック中間処理業務委託料等 ５４，８６０千円 ９８０千円

普及啓発費 ０千円 ４，２５０千円

合 計 ４２０，４９０千円 １４，６１０千円

＜参考＞・今までにかかっていた経費       ４３５，５６０千円 
    ・収集運搬をすべて直営で実施した経費  ４９１，２７０千円 

事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
の
課
題 

・ 新たなごみと資源の品目と収集回数を、パンフレットの全戸配布や住民説明会の開催等により

市民に対してきめ細かく説明していく必要がある。 
 
・ 収集運搬業務の委託化に伴い、職員労働組合との調整が必要となる（環境整備員２８人削減）。 
 
・ （仮称）新南清掃工場の稼動に伴い、津久井クリーンセンターごみ焼却施設を中継施設とする

ため、南北清掃工場へ搬入する旧相模原市域の地区割を見直す必要がある。 
 

検
討
経
過 

・ 平成１９年４月１２日～  ごみ・資源の収集体制検討ワーキングを１４回開催 
・ 平成２０年３月２７日   主管会議（資源分別回収事業奨励金の見直し） 
・ 平成２０年６月 ２日   ごみ・資源の収集体制部内会議 
・ 平成２０年６月２３日   主管会議 

〔□経営調整会議 ■主管会議での主な意見〕 
 
○ なぜ当初予算ではなく補正予算で要求するのか。 
→ ①合併協議の調整方針、②平成２１年４月１日は水曜日のため、週の半ばに制度を改正するこ

とは難しいこと、③収集運搬業務を停滞させいないよう委託業者に対する引継期間を設ける必要

があること、これらを総合的に判断して平成２１年３月２３日からの制度開始としたい。 
  また、①収集運搬業務を受託する業者が収集車を準備するのに３か月程度かかること、②制度

改正に伴う普及啓発を充分行う必要があること、③今年度末の環境整備員の定年退職により現行

の体制を維持するためには新規採用が必要となること、また、組合との調整を６月末に予定して

いること、④旧相模原市域の資源分別回収事業の見直しの方向性が出たことから、９月補正で必

要となる予算を要求するもの。 
 
○ 旧相模原市域の収集運搬業務の委託化はどうなるのか。 
→ 津久井地域を皮切りに、旧相模原市域の収集運搬業務も環境整備員の退職者数を考慮しながら

委託化の導入を検討していきたい。 
 

経
営
調
整
会
議
・
主
管
会
議
で
の
主
な
意
見
・
結
果 

［□経営調整会議の結果］ 
［■主 管 会 議 の 結 果         ］ 原案を局経営会議に付議する 

 


